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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの開口部と、前記開口部に対向する底面部と、前記底面部に交差し、か
つ互いに対向する一対の側壁部と、を有し、前記開口部が測定対象の皮膚により閉塞され
ることで内部が閉空間となる閉空間構成部と、
　前記閉空間構成部の前記閉空間内に設けられ、複数の金属突起を有する突起群を備え、
当該突起群が前記開口部の開口端縁を含む面である開口面に対向するように、前記閉空間
構成部の前記閉空間内に前記開口面に平行に設けられたセンサー基板と、
　前記一対の側壁部の一方に設けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と
、
　前記一対の側壁部の他方に設けられ、前記突起群で発生したラマン散乱光を検出する受
光部と、を備えた
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【請求項２】
　少なくとも１つの開口部と、前記開口部に対向する底面部と、前記底面部に交差する側
壁部と、を有し、前記開口部が測定対象の皮膚により閉塞されることで内部が閉空間とな
る閉空間構成部と、
　複数の金属突起を有する突起群を備え、前記閉空間構成部の前記閉空間内において前記
開口部の開口端縁を含む面である開口面に対して交差する角度に設けられたセンサー基板
と、
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　前記側壁部に設けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と、
　前記側壁部に設けられ、前記突起群で発生したラマン散乱光を検出する受光部と、を備
えた
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の物質成分検出装置において、
　前記センサー基板は、前記開口面に対して４５度以上９０度以下の角度で設けられた
　ことを特徴とする物質成分検出装置。
【請求項４】
　少なくとも１つの開口部と、前記開口部に対向する底面部と、を有し、前記開口部が測
定対象の皮膚により閉塞されることで内部が閉空間となる閉空間構成部と、
　複数の金属突起を有し前記底面部に対向する突起群を備え、当該突起群が前記底面部に
対向するように、かつ、前記底面部との間に前記皮膚から発散された皮膚ガスが通過可能
なギャップを介して、前記閉空間構成部の前記閉空間内に前記開口部の開口端縁を含む面
である開口面に対して平行に設けられたセンサー基板と、
　前記底面部に設けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と、
　前記底面部に設けられ、前記突起群で発生したラマン散乱光を検出する受光部と、を備
えた
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【請求項５】
　両端部に開口部が設けられて筒状内周面を有する貫通孔を備え、前記両端部の開口部が
測定対象の皮膚により閉塞されることで内部が閉空間となる閉空間構成部と、
　前記閉空間構成部の前記閉空間内に設けられ、複数の金属突起を有する突起群を備えた
センサー基板と、
　前記筒状内周面に設けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と、
　前記筒状内周面に設けられ、前記突起群で発生したラマン散乱光を検出する受光部と、
を備えた
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の物質成分検出装置において、
　前記閉空間構成部は、前記開口部に沿って、前記皮膚と密着して前記閉空間を密閉する
密閉部材を備えた
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の物質成分検出装置において、
　前記密閉部材は、弾性部材である
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の物質成分検出装置において、
　前記皮膚を前記閉空間側に押圧する押圧手段を備えた
　ことを特徴とした物質成分検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚から発散された皮膚ガス中の物質成分（標的物質）を検出する物質成分
検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人の皮膚から発散された皮膚ガスに含まれる物質成分を検出する装置が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）
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　この特許文献１に記載のアルコール濃度測定装置（物質成分検出装置）は、皮膚に密着
したカプセルにより、皮膚から分泌された分泌物を採取し、採取した分泌物を、ガスクロ
マトグラフを用いて分析している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２３９３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に記載の物質成分検出装置では、カプセルで採取した分泌物
をガスクロマトグラフに導入する導入管などが必要となる。また、アルコール成分を検出
するために、大型で高価なガスクロマトグラフを用いるため、装置コストも高くなり、大
型化してしまうという課題がある。
【０００５】
　本発明は上述のような課題に鑑みて、簡単な構成で、容易に皮膚ガス中の成分を検出可
能な物質成分検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る第一の適用例の物質成分検出装置は、少なくとも１つの開口部と、前記開
口部に対向する底面部と、前記底面部に交差し、かつ互いに対向する一対の側壁部と、を
有し、前記開口部が測定対象の皮膚により閉塞されることで内部が閉空間となる閉空間構
成部と、前記閉空間構成部の前記閉空間内に設けられ、複数の金属突起を有する突起群を
備え、当該突起群が前記開口部の開口端縁を含む面である開口面に対向するように、前記
閉空間構成部の前記閉空間内に前記開口面に平行に設けられたセンサー基板と、前記一対
の側壁部の一方に設けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と、前記一対
の側壁部の他方に設けられ、前記突起群で発生したラマン散乱光を検出する受光部と、を
備えたことを特徴とする。
　本発明に係る第二の適用例の物質成分検出装置は、少なくとも１つの開口部と、前記開
口部に対向する底面部と、前記底面部に交差する側壁部と、を有し、前記開口部が測定対
象の皮膚により閉塞されることで内部が閉空間となる閉空間構成部と、複数の金属突起を
有する突起群を備え、前記閉空間構成部の前記閉空間内において前記開口部の開口端縁を
含む面である開口面に対して交差する角度に設けられたセンサー基板と、前記側壁部に設
けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と、前記側壁部に設けられ、前記
突起群で発生したラマン散乱光を検出する受光部と、を備えたことを特徴とする。
　本発明に係る第三の適用例の物質成分検出装置は、少なくとも１つの開口部と、前記開
口部に対向する底面部と、を有し、前記開口部が測定対象の皮膚により閉塞されることで
内部が閉空間となる閉空間構成部と、複数の金属突起を有し前記底面部に対向する突起群
を備え、当該突起群が前記底面部に対向するように、かつ、前記底面部との間に前記皮膚
から発散された皮膚ガスが通過可能なギャップを介して、前記閉空間構成部の前記閉空間
内に前記開口部の開口端縁を含む面である開口面に対して平行に設けられたセンサー基板
と、前記底面部に設けられ、前記突起群に向かって光を射出する入射光学系と、前記底面
部に設けられ、前記突起群で発生したラマン散乱光を検出する受光部と、を備えたことを
特徴とする。
　本発明に係る第四の適用例の物質成分検出装置は、両端部に開口部が設けられて筒状内
周面を有する貫通孔を備え、前記両端部の開口部が測定対象の皮膚により閉塞されること
で内部が閉空間となる閉空間構成部と、前記閉空間構成部の前記閉空間内に設けられ、複
数の金属突起を有する突起群を備えたセンサー基板と、前記筒状内周面に設けられ、前記
突起群に向かって光を射出する入射光学系と、前記筒状内周面に設けられ、前記突起群で
発生したラマン散乱光を検出する受光部と、を備えたことを特徴とする。
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【０００７】
　上記各適用例では、閉空間構成部の開口部を皮膚で閉塞することで、閉空間構成部の内
部が閉空間となる。そして、この閉空間内には、複数の金属突起により構成された突起群
を備えたセンサー基板が設けられ、さらに、このセンサー基板の突起群に対して光を入射
する入射光学系が設けられている。このようなセンサー基板では、突起群の各金属突起間
において、入射光学系から光が入射すると、増強電場が形成される。そして、この増強電
場内に標的物質が入り込むと、標的物質の振動数の情報を含んだラマン散乱光が生じ、生
じたラマン散乱光が増強電場により増強され、表面増強ラマン散乱光となる。そして、こ
の表面増強ラマン散乱光を受光部で検出することで、ラマンスペクトルを取得することが
でき、標的物質の検出および濃度測定を実施することができる。
　このような物質成分検出装置では、例えば従来のクロマトグラフ等の大型装置に比べて
、小さいセンサーチップにより構成することができ、装置の小型化を図ることができる。
また、測定対象の皮膚に閉空間構成部の開口部を直接接触させる構成であるため、例えば
導入管等により皮膚ガスを検出装置に送る必要がなく、また、バッグ等により別途皮膚ガ
スを採取する必要もなく、例えば物質成分検出装置を測定対象の皮膚に直接装着したまま
で、皮膚ガスの成分分析を実施することができる。
【０００８】
　本発明に係る上記各適用例の物質成分検出装置において、前記閉空間構成部は、前記開
口部に沿って、前記皮膚と密着して前記閉空間を密閉する密閉部材を備えることが好まし
い。
【０００９】
　この適用例では、閉空間構成部の開口部に沿って、密閉部材が設けられている。このよ
うな構成では、開口部を皮膚で閉塞する際に、密閉部材に皮膚が密着することで、より確
実に閉空間内の皮膚ガスの漏出を防止することができ、皮膚ガスに含まれる標的物質の検
出精度を向上させることができる。
【００１０】
　ここで、上記各適用例の物質成分検出装置において、前記密閉部材は、弾性部材である
ことが好ましい。
　この適用例では、前記密閉部材は、弾性部材により構成されている。このような弾性部
材により密閉部材を構成する場合、皮膚を密着させた際、弾性部材が皮膚の凹凸に応じて
変形する。したがって、例えば掌等、皺がある部分に開口部を押し当てる場合であっても
、皺による隙間を弾性部材により閉塞することができ、確実に閉空間を密閉することがで
きる。
【００１１】
　本発明に係る上記各適用例の物質成分検出装置において、前記皮膚を前記閉空間側に押
圧する押圧手段を備えることが好ましい。
【００１２】
　この適用例では、押圧手段が設けられているため、例えば、利用者が、手で物質成分検
出装置を皮膚側に押圧して固定する必要がなく、容易に物質成分検出装置を、測定対象部
位の皮膚に固定することができる。また、押圧により皮膚と開口部との隙間をなくすこと
ができ、皮膚ガスの漏出を防止できる。
【００１３】
　本発明に係る第二の適用例の物質成分検出装置では、上述のように、前記センサー基板
は、前記開口部の開口端縁を含む面である開口面に対して交差する角度に設けられたこと
を特徴とする。
　この適用例では、センサー基板は、開口面に対して交差する角度に設けられている。
　このような構成では、センサー基板に対して入射光学系から入射される光の入射方向を
、センサー基板の基板面の法線方向に近づけることができる。
　つまり、センサー基板が開口面に対して平行に設けられており、突起群が開口部に対向
する場合、入射光学系や受光部を、センサー基板の突起群に対向する面に設けることがで
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きないので、センサー基板の側方から斜めに入射光学系からの光を入射させる必要がある
。このような構成では、センサー基板に対する入射光学系からの光の入射角度が小さく、
光量損失が大きくなってしまい、増強電場の強さも弱まり、信号強度の強いラマン散乱光
が得られない場合がある。
　これに対して、本適用例のように、センサー基板が開口面に対して交差する角度に設け
られる場合では、入射光学系からセンサー基板に入射する光の入射角度を大きくでき、光
損失を抑制することができる。したがって、強度の高いラマン散乱光を取得することがで
きる。
【００１４】
　本発明に係る第二の適用例の物質成分検出装置では、前記センサー基板は、前記開口面
に対して４５度以上９０度以下の角度で設けられたことが好ましい。
　センサー基板の突起群に対して入射させる光源部から光の入射角度としては、９０度で
あることが好ましい。これは、上記のように、光量損失を少なくすることで、増強電場の
強さが入射光の強度により強くなるためであり、光の入射角度が９０度である場合、光量
損失を最小にすることができる。
　しかしながら、センサー基板が、開口面に対して０度以上４５度未満である場合は、光
源部の光をセンサー基板に対して９０度に光を入射させることが困難となる。別途ミラー
等の光学部材を用いることで、センサー基板に対して直交する方向から光を入射させるこ
とはできるが、この場合、光学部材を設ける必要があり、構成が複雑化し、装置も大型化
してしまう。
　これに対して、本適用例では、センサー基板が、開口面に対して４５度以上９０度以下
に形成されている。このため、ミラー等の光学部材を用いることなく、容易にセンサー基
板に対して直交する角度から入射光学系からの光を入射させることができ、光量損失を抑
えることができ、増強電場を強めることができる。
　なお、ここで述べる直交とは、センサー基板の法線方向に対して、光の入射角度が僅か
に傾斜している場合も含むものである。この傾斜角度の範囲としては、入射光学系の光の
光量損失が、予め設定された規定値以下となるものであればよい。
【００１５】
　本発明に係る第一の適用例及び第三の適用例の物質成分検出装置では、上述にように、
前記センサー基板は、前記開口部の開口端縁を含む面である開口面に対して平行に設けら
れることを特徴とする。
　この適用例では、センサー基板は、開口面に対して平行に設けられている。このような
構成では、閉空間構成部における開口部からの深さ寸法を小さくでき、物質成分検出装置
をより小型にすることができる。
【００１６】
　本発明に係る第一の適用例の物質成分検出装置では、上述のように、前記センサー基板
は、前記突起群が前記開口面に対向する状態に設けられることを特徴とする。
　この適用例では、開口部に対してセンサー基板の突出部が対向して設けられ、かつ前述
のように、センサー基板が開口部の開口面に平行に設けられている。このような構成では
、開口部を閉塞した皮膚と、センサー基板の突起群とが近接し、かつ、皮膚と、突起群を
構成する各金属突起との距離が一様となる。したがって、皮膚から発散された皮膚ガスが
突起群の各金属突起間に入り込み易くなり、かつ、突起群の各金属突起間に形成された各
増強電場に対して、一様に皮膚ガスを入り込ませることができる。これにより、皮膚ガス
中の標的物質の検出精度をより向上させることができる。
【００１７】
　本発明に係る第三の適用例の物質成分検出装置では、上述のように、前記閉空間構成部
は、前記開口部に対向する底面部を備え、前記センサー基板は、前記突起群が前記底面部
に対向する状態で設けられ、前記センサー基板および前記底面部の間には、前記皮膚から
発散された皮膚ガスが通過可能なギャップが設けられ、前記入射光学系および前記受光部
は、前記底面部に設けられていることを特徴とする。



(6) JP 5724497 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

【００１８】
　この適用例では、上述のように、センサー基板が開口部の開口面に対して平行に設けら
れるため、物質成分検出装置の厚み寸法を抑えることができ、小型化を促進できる。これ
に加え、底面部に入射光学系、および受光部があり、入射光学系からセンサー基板の突起
群に対して直交する光を入射させることが可能であるため、光量損失を抑制でき、増強電
場を強めることができる。したがって、ラマン散乱光の強度も強くなるため、より検出精
度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る第一実施形態の物質成分検出装置を示す概略図である。
【図２】第一実施形態のセンサー本体２０の概略構成を示す断面図である。
【図３】第一実施形態のセンサー本体のセンサー基板２２近傍を拡大した拡大図である。
【図４】第一実施形態の物質成分検出装置１の概略構成を示すブロック図である。
【図５】第二実施形態のセンサー本体の概略断面図である。
【図６】第三実施形態のセンサー本体の概略断面図である。
【図７】第四実施形態のセンサー本体の概略断面図である。
【図８】その他の実施形態における物質成分検出装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
［第一実施形態］
　以下、本発明に係る第一実施形態の物質成分検出装置について、図面に基づいて説明す
る。
　〔１．物質成分検出装置の全体構成〕
　図１は、本発明に係る第一実施形態の物質成分検出装置１を示す概略図である。
　この物質成分検出装置１は、測定対象の指に装着されることで、指の皮膚表面から発散
された皮膚ガスから、皮膚ガスに含まれる標的物質を検出する装置であり、例えば、医療
機器や、飲酒検知装置として用いることができる。
　なお、本実施形態において、指に対して装着可能な物質成分検出装置１を例示するがこ
れに限定されず、例えば、掌や腕等、人体のその他の部位に装着するものであってもよい
。また、人体に限らず、ペットや家畜等の動物の皮膚に装着して、動物の皮膚から発散さ
れた皮膚ガス中の成分を検出する装置としても適用できる。
【００２１】
　この物質成分検出装置１は、図１に示すように、基部１０と、基部１０に設けられたセ
ンサー本体２０と、センサー本体２０を制御する制御部３０（図４参照）と、を備えてい
る。
【００２２】
　基部１０は、指が接触する第一面１１側に、センサー本体２０に対して指を位置決めす
るための位置決め凹部１２を備えている。位置決め凹部１２は、図１に示すように、例え
ば一般的な大人の人差し指に対応した幅寸法に形成されている。
　また、位置決め凹部１２の底面１２Ａのうち、測定対象者が位置決め凹部１２に対して
指を載置した際、指の腹部分が接触する領域に、センサー本体２０が設けられている。
【００２３】
　さらに、指とセンサー本体２０との密着を確実にするため、基部１０には、バンド１２
Ｂ（本発明の押圧手段を構成）が設けられていてもよい。このバンド１２Ｂは、例えばゴ
ムバンド等、弾性を有するもので形成され、位置決め凹部１２に位置決めされた指をセン
サー本体２０側に押圧する。
　なお、バンド１２Ｂとしては、弾性を有するゴムバンドに限られず、例えばマジックテ
ープ（登録商標）等の着脱部を備え、指をセンサー本体２０側に押圧して締め付ける構成
としてもよい。さらには、例えばクリップ等により指を挟んでセンサー本体２０側に押圧
するものであってもよい。
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【００２４】
　〔２．センサー本体の構成〕
　図２は、第一実施形態のセンサー本体２０の概略構成を示す断面図であり、図３は、セ
ンサー本体のセンサー基板２２近傍を拡大した拡大図である。
　センサー本体２０は、図２に示すように、凹溝２１（本発明の閉空間構成部を構成）と
、凹溝２１の内部に設けられたセンサー基板２２と、センサー基板２２に対してレーザー
光を射出する光源部２３（本発明の入射光学系を構成）と、センサー基板２２で発生した
散乱光を受光する受光部２４と、凹溝２１の底面２１Ａに設けられた圧力センサー２５（
図１、図４参照）と、を備えている。
【００２５】
　凹溝２１は、例えばエッチング等により、位置決め凹部１２の底面１２Ａをさらに掘り
下げ形成された溝であり、その開口部２１Ｂ（開口縁）に沿って環状のパッキン部材２１
１（本発明の密閉部材を構成）が配設されている。この凹溝２１は、測定対象者の指で凹
溝２１の開口部２１Ｂの全周を閉塞することで、凹溝２１の内部および指表面により閉空
間を形成する。この時、開口部２１Ｂの全周に亘って設けられたパッキン部材２１１と、
指とが密着することで、閉空間は密閉空間となる。したがって、指表面から発散された皮
膚ガスは、この密閉空間に密封されることとなる。また、パッキン部材２１１は例えばゴ
ム等により形成された弾性部材であり、押圧手段であるバンド１２Ｂにより指が押圧され
ると弾性変形する。これにより、指の皺部分に対してもパッキン部材２１１が密着するこ
とができ、閉空間を確実に密閉する。
　なお、パッキン部材２１１に不揮発性のジェル等を塗布することで、指紋や皺等の隙間
をより確実に埋める構成としてもよい。
【００２６】
　光源部２３は、凹溝２１の一側面に設けられており、単一波長で、かつ直線偏光である
光をセンサー基板２２に対して射出する。なお、本実施形態では、光源部２３は、面発光
レーザー媒体を有し、単一波長、かつ直線偏光であるレーザー光を射出する。
　また、光源部２３から発振させるレーザー光の波長としては、後述する金属微粒子２２
２Ｂの種類により適宜設定することができ、例えば金属微粒子２２２Ｂが金（Ａｕ）であ
る場合、レーザー光の波長としては、例えば６３３ｎｍに設定することができ、金属微粒
子２２２Ｂが銀（Ａｇ）である場合は、レーザー光の波長として、例えば５１４ｎｍに設
定することができる。また、検出対象である標的物質以外の不純物の蛍光を抑制するため
に、レーザー光の波長を例えば７８０ｎｍ程度に設定してもよい。
【００２７】
　受光部２４は、凹溝２１の側面のうち、光源部２３が設けられた面と対向する側面に設
けられている。この受光部２４は、分光フィルター２４１（図４参照）と、受光素子２４
２（図４参照）とを備えている。
　分光フィルター２４１は、センサー基板２２で発生したラマン散乱光以外の光（例えば
レイリー散乱光）をカットし、ラマン散乱光を透過させるフィルターである。このような
分光フィルター２４１としては、例えば、エタロン素子等が例示できる。特に、分光フィ
ルター２４１において、透過波長を変化させ、受光素子２４２で各波長におけるスペクト
ルを取得する場合では、分光フィルター２４１として、透過させる波長を選択可能な波長
可変型エタロン素子を用いることが好ましい。
　受光素子２４２は、分光フィルター２４１を透過した光を受光し、受光量に応じた信号
を制御部３０に出力する。
【００２８】
　センサー基板２２は、図２に示すように、凹溝２１の開口部２１Ｂに対向する表面側に
、例えば、複数のスリット溝２２１が形成された基板である。ここで、これらのスリット
溝２２１は、例えば３００ｎｍからレーザー光の発振波長までの間隔に設定されている。
また、センサー基板２２は、一辺が例えば５ｍｍ程度のサイズに形成されている。さらに
、センサー基板２２は、スリット溝２２１が形成される面が、凹溝２１の開口部２１Ｂに
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おける開口面２１Ｂ１に対向し、かつ開口面２１Ｂ１に対して平行となるように設置され
ている。
　このセンサー基板２２のスリット溝２２１の一部を更に拡大すると、図３に示すように
、センサー基板２２の表面には、複数の突起２２２（金属突起）により構成された金属ナ
ノ構造の突起群２２３が形成されている。これらの突起２２２は、センサー基板２２の表
面に設けられた凸部２２２Ａ上に金属微粒子２２２Ｂ（例えば、金、銀、銅、アルミニウ
ム、パラジウム、およびプラチナ等）をコーティングすることで構成されている。また、
これらの突起２２２における金属微粒子２２２Ｂ間のピッチは、１ｎｍからスリット溝２
２１の格子ピッチの半分程度までのサイズで適宜設定されている。
【００２９】
　次に、センサー本体２０の標的物質検出原理について説明する。
　このセンサー本体２０は、局在プラズモン共鳴を利用した物質成分検出センサーであり
、以下に示す原理により標的物質を検出する。
　すなわち、センサー本体２０に設けられる各金属微粒子２２２Ｂは、光源部２３から射
出されるレーザー光の波長よりも小さく形成されている。このような金属微粒子２２２Ｂ
に対してレーザー光を照射すると、金属微粒子２２２Ｂの表面に存在する自由電子に作用
し、共鳴を引き起こす。これにより、自由電子による電気双極子が金属微粒子２２２Ｂ内
に励起され、図３に示すように、金属微粒子２２２Ｂ間に入射したレーザー光の電場より
も強い増強電場２２４が形成される。この現象は、レーザー光の波長よりも小さな金属ナ
ノ構造体に特有の現象である。
【００３０】
　また、本実施形態では、図２に示すように、センサー基板２２に複数のスリット溝２２
１が形成され、これらのスリット溝２２１の溝幅は、レーザー発振波長未満に形成されて
いる。したがって、これらのスリット溝２２１間、およびスリット溝２２１内の互いに対
向する面に設けられた金属微粒子２２２Ｂ間においても増強電場が形成されることとなる
。これにより、増強電場２２４が形成される領域が増大し、標的物質の検出精度をより向
上させることが可能となる。
【００３１】
　また、金属微粒子２２２Ｂ間のギャップが小さく、突起２２２の高さが大きくなると、
増強電場２２４はより強くなる。また、光源部２３から入射されるレーザー光の強度が強
ければ、さらに増強電場２２４は強くなる。ただし、金属微粒子２２２Ｂ間のギャップが
小さすぎると、ギャップ間に標的物質が入り込む確率も小さくなる。したがって、本実施
形態では、金属微粒子２２２Ｂ間のギャップは、上述のように、１ｎｍからスリット溝２
２１の格子ピッチの半分程度までのサイズに形成されることが好ましい。また、突起２２
２の高さが高い場合は、標的物質が増強電場２２４に入り込んだ後、増強電場２２４から
出るまでの時間が長くなるため、ラマン散乱光を安定して検出することができる。
　また、スリット溝２２１間の互いに対向する面間にも突起２２２を形成する構成として
もよい。この場合、突起２２２の高さとしては、スリット溝２２１の幅寸法間で、互いに
対向する突起２２２の金属微粒子２２２Ｂ間が、上述のようなギャップとなるように、適
宜設定することで、より強い増強電場を形成することが可能となる。
【００３２】
　このようなセンサー本体２０では、増強電場２２４内に検出対象となる標的物質が入り
込むと、標的物質の振動数の情報を含むラマン散乱光が生じる。また、そのラマン散乱光
が増強電場２２４によって増強され、表面増強ラマン散乱光が生じる。したがって、標的
物質が微量である場合でも、信号強度の強いラマン散乱光が得られ、検出感度を高めるこ
とができる。
【００３３】
　そして、センサー本体２０の凹溝２１の底面２１Ａには、図１に示すように、圧力セン
サー２５が設けられている。この圧力センサー２５は、閉空間が密封されている状態か否
かを検出するセンサーである。すなわち、指がパッキン部材２１１に密着した状態から、
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さらに指をセンサー本体２０側に押圧すると、弾性部材であるパッキン部材２１１が弾性
変形し、閉空間内の圧力は大きくなる。一方、指がパッキン部材２１１に密着されておら
ず、隙間が生じている場合、隙間から閉空間内のガスが漏出してしまうため、パッキン部
材２１１が押圧されても圧力が変化しない、もしくは圧力変化量が小さくなる。したがっ
て、圧力センサー２５により、このような圧力変化を検出することで、閉空間が密閉され
ているか否かを容易に検出することが可能となる。
【００３４】
　〔３．制御部の構成〕
　図４は、第一実施形態の物質成分検出装置１の概略構成を示すブロック図である。
　物質成分検出装置１の制御部３０は、図４に示すように、光源部２３を制御する光源制
御回路３１と、分光フィルター２４１を制御するフィルター制御回路３２と、外部機器と
接続可能な端子部３３と、演算処理部３４と、を備えている。
【００３５】
　光源制御回路３１は、演算処理部３４から入力された検出開始指令に基づいて、光源部
２３を駆動させ、センサー基板２２に対してレーザー光を射出する。
　フィルター制御回路３２は、演算処理部３４から入力されたフィルター制御指令に基づ
いて、分光フィルター２４１を制御する。例えば、分光フィルター２４１が、電圧印加に
より一対のミラー間のギャップを変動させて透過波長を設定する波長可変型エタロン素子
である場合、取得したいラマン散乱光の波長に応じた電圧を分光フィルター２４１に印加
する。
【００３６】
　端子部３３は、例えば、ディスプレイやプリンターなどの出力装置、または、パーソナ
ルコンピューター等の情報処理装置に接続可能であり、演算処理部３４にて分析された標
的物質に関する分析結果情報を出力する。
【００３７】
　演算処理部３４は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算回路や、メモ
リー等の記憶回路により構成され、メモリーに記憶されたプログラムを適宜実行すること
で物質成分検出装置１の全体の動作を制御する。具体的には、演算処理部３４は、各種プ
ログラムを実行することで、図４に示すように、密閉状態判定手段３４１、光源制御手段
３４２、標的物質設定手段３４３、および成分分析手段３４４として機能する。
【００３８】
　密閉状態判定手段３４１は、圧力センサー２５で検出された圧力に基づいて、閉空間が
密閉されたか否かを判断する。上述したように、指により閉空間が密閉された状態では、
パッキン部材２１１が押圧されて弾性変形すると、閉空間内部の圧力が増大する。一方、
閉空間が密閉されておらず、隙間が生じている場合、圧力の変化がない、もしくは圧力の
変化が微量となる。したがって、密閉状態判定手段３４１は、圧力センサー２５で検出さ
れる圧力の変化を監視し、圧力が予め設定された閾値以上上昇した場合に、閉空間が密閉
されたと判定する。
【００３９】
　光源制御手段３４２は、光源制御回路３１に検出開始指令を出力し、光源部２３からレ
ーザー光を射出させる。
【００４０】
　標的物質設定手段３４３は、皮膚ガス中における分析対象の標的物質を設定する。これ
には、例えば物質成分検出装置１に別途設けられた操作手段（図示略）から入力された信
号に基づいて、標的物質を設定する。そして、標的物質設定手段３４３は、フィルター制
御回路３２にフィルター制御指令を出力し、設定した標的物質に対応したラマン散乱光の
波長を透過するように、分光フィルター２４１を設定する。
　なお、本実施形態では、標的物質設定手段３４３は、分光フィルター２４１を制御して
標的物質に対応したラマン散乱光のみを透過させる制御をしたが、例えば、皮膚ガスにお
ける検出対象である標的物質が１つである場合、標的物質設定手段３４３による標的物質
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の設定処理を省略してもよい。
【００４１】
　成分分析手段３４４は、受光素子２４２から入力されたラマン散乱光の強度に基づいて
、皮膚ガス中の標的物質を検出する。また、ラマン散乱光の強度に基づいて、標的物質の
含有量（濃度）を算出する。そして、成分分析手段３４４は、検出した標的物質の濃度を
、例えば図示略の表示部に表示させたり、端子部３３から外部機器に出力したりする。
【００４２】
　〔４．本実施形態の作用効果〕
　上記第一実施形態の物質成分検出装置１では、基部１０の位置決め凹部１２の底面１２
Ａに、開口部２１Ｂを有する凹溝２１が設けられ、この凹溝２１内に、センサー基板２２
と、センサー基板２２にレーザー光を射出する光源部２３、およびセンサー基板２２で発
生したラマン散乱光を受光する受光部２４が設けられている。また、センサー基板２２は
、金属微粒子２２２Ｂをコーティングした複数の突起２２２により構成される突起群２２
３を備えている。
　このような物質成分検出装置１では、開口部を指で閉塞することで、凹溝２１内部が閉
空間となり、指から発散された皮膚ガスがこの閉空間内に放出されて充満する。そして、
光源部２３からセンサー基板２２の突起群２２３にレーザー光が照射されると、金属微粒
子２２２Ｂ間に増強電場２２４が形成される。このようなセンサーでは、皮膚ガス中の標
的物質が増強電場２２４内に入り込むと、レーザー光照射により生じる標的物質のラマン
散乱光が増強され、表面増強ラマン散乱光となる。そして、物質成分検出装置１は、この
ような表面増強ラマン散乱光を受光部２４で検出することで、標的物質に対応したラマン
散乱光の強度を取得することができる。
　ここで、センサー基板２２は、１辺が５ｍｍの正方形状に形成され、センサー基板２２
に形成される突起群２２３は、１ｎｍから数十ｎｍ程度の微小形状を有するものである。
また、凹溝２１は、指の腹部分により閉塞される程度の大きさに形成されている。すなわ
ち、本実施形態の物質成分検出装置１は、例えばクロマトグラフ等の他の分析装置に比べ
て極めて小型化に形成することができ、その構成も簡素であるため、装置の製造コストも
安価にできる。
　また、皮膚に対して直接装置を固定して、標的物質の検出を行うため、例えば、皮膚ガ
スを採集した後に分析装置で分析するなどといった煩雑な操作が不要であり、容易に皮膚
ガス中の標的物質の検出を行うことができる。
【００４３】
　また、物質成分検出装置１は、凹溝２１の開口部２１Ｂに沿って設けられるパッキン部
材２１１を備えている。このため、指が凹部１２に載置された際に、パッキン部材２１１
と指とが密着し、凹溝２１内の閉空間を密閉することができるので、皮膚ガスの漏出を防
止できる。
　ここで、本発明の密閉部材として、弾性部材であるゴム製のパッキン部材２１１が用い
られている。密閉部材として、例えば弾性を有さないものを用いる場合、皮膚の皺部分に
隙間が生じる場合があり、この場合皮膚ガスが閉空間から漏出することが考えられる。ま
た、密閉部材として液状またはゲル状物質を塗布する構成でもよいが、この場合、液状ま
たゲル状物質の気化ガスが閉空間内に入り込み、正確な標的物質の検出が実施できないお
それがある。また、測定毎に液状またはゲル状の密閉部材を塗布する必要があるため操作
が煩雑となることも考えられる。これに対して、弾性部材により密閉部材を構成する場合
では、塗布等の操作が不要であり、密閉部材からの気化ガス等もなく、良好に閉空間を密
閉空間とすることができる。
　また、上述したように、不揮発性のジェル等をパッキン部材２１１に塗布してもよい。
この場合、塗布作業を実施する分、検出時の操作が煩雑となるが、皮膚とパッキン部材２
１１との間の隙間をより確実になくすことができ、閉空間をより確実に密閉することがで
きる。
【００４４】
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　さらに、物質成分検出装置１は、基部１０にバンド１２Ｂが設けられていてもよい。こ
のような構成では、凹部１２に載置された指をセンサー本体２０側に押圧することができ
、指とセンサー本体２０とをより確実に密着することができる。
　このため、指と開口部２１Ｂとの隙間をより確実になくすことができ、閉空間に隙間が
生じて皮膚ガスが漏出してしまう不都合を防止できる。また、皮膚ガスの漏出を防止する
ために、指をセンサー本体側に押し付けるなどの操作が不要であり、より容易に皮膚ガス
中の標的物質の検出処理を実施できる。
【００４５】
　さらには、本実施形態では、センサー基板２２は、突起群２２３が設けられる面が開口
部２１Ｂに対向し、かつセンサー基板２２が開口部２１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して平行
となるように配設されている。
　このような構成では、凹溝２１の深さ寸法を小さくでき、物質成分検出装置１の厚み寸
法の増大を抑えることができる。また、突起群２２３が開口部２１Ｂに対向しているため
、指から発散された皮膚ガスの標的物質が突起群２２３の各突起２２２間に入り込みやす
くなり、標的物質の検出効率を向上させることができる。さらに、突起群２２３の各突起
２２２と指との距離が一様となるため、突起群２２３内で、標的物質の存在位置に片寄が
生じにくくなる。
【００４６】
　そして、センサー本体２０は、閉空間の圧力を検出する圧力センサー２５を備えている
。また、制御部３０の密閉状態判定手段３４１は、圧力センサー２５により検出される圧
力の変化に基づいて、閉空間が密閉されているか否かを判定する。
　このため、指がパッキン部材２１１に密着し、かつ、閉空間が密封されているが否かを
容易に判定することができ、皮膚ガスが漏出している状態での標的物質の検出処理を防止
し、正確な検出処理を実施することができる。
【００４７】
　なお、本実施形態では、物質成分検出装置１では、制御部３０の成分分析手段３４４に
より、センサー本体２０で検出したラマン散乱光の強度から、標的物質の成分検出、およ
び検出された成分の濃度測定を実施するが、これに限定されない。すなわち、物質成分検
出装置１は、センサー本体２０で検出したラマン散乱光を取得して出力する装置であり、
取得したラマン散乱光の強度を端子部３３から外部機器に出力するものであってもよい。
【００４８】
［第二実施形態］
　次に本発明の第二実施形態について、図面に基づいて説明する。
　図５は、第二実施形態のセンサー本体２０Ａの概略断面図である。なお、以降の実施形
態の説明にあたり、第一実施形態と同一の構成については同符号を付し、その説明を省略
、または簡略する。
【００４９】
　上記第一実施形態のセンサー本体２０では、センサー基板２２は、凹溝２１の開口部２
１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して平行に設けられている。これに対して第二実施形態の物質
成分検出装置のセンサー本体２０Ａでは、図５に示すように、凹溝２１の内周側面２１Ｃ
にセンサー基板２２が設けられている。つまり、センサー基板２２は、開口部２１Ｂの開
口面２１Ｂ１に対して、突起群２２３（図３参照）が設けられる面が直交する状態に配設
されている。
　また、センサー基板２２が配設された内周側面２１Ｃに対向する内周側面２１Ｄには、
光源部２３および受光部２４が設けられている。
【００５０】
　〔第二実施形態の作用効果〕
　このような構成では、光源部２３から射出されたレーザー光は、センサー基板２２の突
起群２２３に対して直交、または直交に極めて近い入射角度で入射される。このように、
突起群２２３が設けられたセンサー基板２２に対して、略直交する角度からレーザー光を
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入射させることで、レーザー光の光量損失量を抑制することができる。
【００５１】
　また、受光部２４もセンサー基板２２の突起群２２３が設けられる面に対して対向する
内周側面２１Ｄに設けられている。このような構成では、突起群２２３の各突起２２２間
で形成される増強電場２２４から、受光部２４までの距離が均一となるため、突起群２２
３内の各増強電場２２４におけるラマン散乱光の強度を正確に検出することができる。
　特に、ラマン散乱光から標的物質の濃度を算出する場合、ラマン散乱光の発生位置の数
や面積等に応じて算出されることが好ましい。つまり、１つの増強電場２２４において発
生するラマン散乱光の強度は、その増強電場２２４内に標的物質の位置等によっても変化
するため、必ずしも標的物質の濃度とラマン散乱光の強度とが比例関係になるとは限らな
い。これに対して、標的物質の濃度と、ラマン散乱光の発生位置の数または面積とは、ほ
ぼ比例関係となる。したがって、上記のように、センサー基板２２の突起群２２３が設け
られる面に対向し、かつ各突起２２２からの距離がほぼ均一となる位置に受光部２４を設
けることで、面内において発生するラマン散乱光の発生位置（ラマン散乱光の発生位置の
分布）を好適に取得することができ、標的物質の濃度を検出することができる。
【００５２】
［第三実施形態］
　次に、本発明の第三実施形態の物質成分検出装置について説明する。
　図６は、第三実施形態のセンサー本体の概略を示す断面図である。
　上記第二実施形態の物質成分検出装置１では、センサー本体２０Ａは、凹溝２１の内周
側面２１Ｃに沿って、開口部２１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して直交するようにセンサー基
板２２が設けられた。これに対して、図６に示すセンサー本体２０Ｂのように、センサー
基板２２を開口部２１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して傾斜させて載置してもよい。
【００５３】
　ここで、センサー基板２２は、開口部２１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して、４５度以上９
０度未満の角度に設定されていることが好ましい（９０度の場合は第二実施形態と同様の
構成となる）。つまり、センサー基板２２の傾斜角度が０度以上４５度未満である場合、
光源部２３からセンサー基板２２に入射させるレーザー光の入射角度が小さくなり、レー
ザー光の光量損失が大きくなってしまう。これに対して、センサー基板２２が４５度以上
９０度未満に設置されている場合、センサー基板２２の法線方向に、レーザー光の入射角
度を近づけるように、光源部２３のレーザー光の射出角度を調整することが可能となり、
第二実施形態と同様、突起群２２３（図３参照）における増強電場２２４を強め、検出精
度を高めることが可能となる。
【００５４】
　〔第三実施形態の作用効果〕
　上記第三実施形態では、センサー基板２２が、開口部２１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して
、４５度以上９０度未満の角度となるように設置されている。
　このため、センサー基板２２の突起群２２３に対して直交、または直交に極めて近い入
射角度でレーザー光を入射されることができ、レーザー光の光量損失量を抑制することが
でき、増強電場２２４を強くすることができる。
　また、受光部２４を各突起２２２までの距離が均一となる位置に設けることで、突起群
２２３内の各増強電場におけるラマン散乱光の強度を正確に検出することができ、面内に
おいて発生するラマン散乱光の発生位置の分布を好適に取得することができ、標的物質の
濃度を精度よく検出することができる。
　さらに、第二実施形態に比べて、凹溝２１の深さ寸法を小さく形成することができるの
で、物質成分検出装置の小型化を促進することができる。
【００５５】
［第四実施形態］
　次に、本発明の第四実施形態について、図面に基づいて説明する。
　図７は、第四実施形態のセンサー本体の概略を示す断面図である。
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　上記第一実施形態では、センサー基板２２は、突起群２２３が設けられる面が開口部２
１Ｂの開口面２１Ｂ１に対向するように配置されたが、第四実施形態では、図７に示すよ
うに、センサー基板２２の突起群２２３（図３参照）が凹溝２１の底面２１Ａに対向する
ように配置されている。
【００５６】
　このセンサー本体２０Ｂでは、センサー基板２２と底面２１Ａとの間に皮膚ガスが侵入
可能な僅かなギャップが形成されている。また、センサー本体２０Ｂでは、光源部２３お
よび受光部２４は、凹溝２１の底面２１Ａに設けられ、底面２１Ａに対向する突起群２２
３に対してレーザー光を射出し、底面２１Ａ側に射出されたラマン散乱光を受光する。
【００５７】
　〔第四実施形態の作用効果〕
　この第四実施形態では、センサー基板２２が開口部２１Ｂの開口面２１Ｂ１に対して平
行に配設されているため、上記第一実施形態と同様に、凹溝２１の深さ寸法を小さくでき
、物質成分検出装置の厚み寸法を小さくでき、装置の小型化を促進できる。
　また、光源部２３および受光部２４が底面２１Ａに設けられ、センサー基板２２の突起
群２２３に対して対向しているため、第二実施形態および第三実施形態と同様、センサー
基板２２に対して直交する入射角度でレーザー光を照射させることができ、増強電場２２
４をより強くできる。また、受光部２４では、突起群２２３の面内のラマン散乱光の分布
を精度よく検出することができる。
【００５８】
　また、光源部２３および受光部２４を凹溝２１の内周側面に設ける構成では、凹溝２１
の深さ寸法が小さい場合、設置が困難となる。これに対して、本実施形態では、底面２１
Ａに光源部２３および受光部２４が設けられるため、これらの光源部２３および受光部２
４の配置スペースを十分に確保することができ、容易に設置することができる。
【００５９】
［他の実施形態］
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００６０】
　例えば、上記実施形態では、物質成分検出装置１として、測定対象者の指を測定部位と
したが、これに限定されない。
　物質成分検出装置としては、人の皮膚ガスが検出される部位であれば特に限定されず、
例えば掌、腕、足等、どのような測定部位に対して接触させるものであってもよい。これ
らのうちでも、指や掌は、通常皮膚が露出している部分であり、測定対象者が容易に測定
を実施できる場所であるので、特に好ましい。
【００６１】
　また、センサー本体２０の閉空間構成部として、基部１０に設けられた凹溝２１を例示
したがこれに限らない。例えば基部１０上に、筒状の突出部が形成され、突出部先端が測
定対象者の皮膚に接触することで筒内周側に閉空間が形成される構成としてもよい。
　また、入射光学系として、凹溝２１の側面に、レーザー光を射出する光源部２３を直接
設ける構成としたが、これに限定されず、凹溝２１の側面に設けられた窓部から、センサ
ー基板２２に対してレーザー光を導く光学系であればよい。受光部２４においても同様で
あり、凹溝２１の側面に設けられた窓に入射したラマン散乱光を受光素子に導く光学系を
備えるものであってもよい。
【００６２】
　センサー基板２２にスリット溝２２１が形成される構成と示したが、スリット溝２２１
が形成されず、複数の突起２２２により構成された突起群２２３のみを備える構成として
もよい。
　また、凸部２２２Ａに金属微粒子２２２Ｂをコーティングすることで、突起２２２を構
成したが、例えば、球状の金属微粒子２２２Ｂのみにより突起２２２が構成される構成と
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りも小さいスリットを、レーザー発振波長未満の間隔で配置し、スリット上に金属微粒子
２２２Ｂを保持させる構成とすることが考えられる。
【００６３】
　また、受光部２４の分光フィルター２４１として、透過波長を選択可能な波長選択型エ
タロン素子を例示したが、例えば、特定のラマン散乱光の波長のみを透過するバンドパス
フィルターとした構成などとしてもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態では、１つの開口部２１Ｂを備えた凹溝２１を閉空間構成部とした
が、これに限定されない。
　例えば、図８に示すように、基部４０に筒状内周面を有する貫通孔４１が形成され、こ
の貫通孔４１が本発明の閉空間構成部を構成してもよい。この場合、図８に示すように、
貫通孔４１の両端部の開口部４１Ａの開口縁に沿って、密着部材であるパッキン部材４１
１を設け、貫通孔４１の内部にセンサー基板２２、光源部２３、および受光部２４を設け
る。
　このような構成の物質成分検出装置１Ａでは、貫通孔４１の両端の開口部４１Ａを指で
挟むことで、貫通孔４１の内部が密閉された閉空間となる。この場合、貫通孔４１の両端
の開口部４１Ａが皮膚で閉塞されることとなり、閉空間内部に放出される皮膚ガスも多く
なるので、皮膚ガス中に含まれる標的物質の検出精度も向上させることができる。
【００６５】
　以上、本発明を実施するための最良の構成について具体的に説明したが、本発明は、こ
れに限定されるものではない。すなわち、本発明は、主に特定の実施形態に関して特に図
示され、かつ、説明されているが、本発明の技術的思想および目的の範囲から逸脱するこ
となく、以上述べた実施形態に対し、当業者が様々な変形および改良を加えることができ
るものである。
【符号の説明】
【００６６】
　１，１Ａ…物質成分検出装置、１２Ｂ…バンド（押圧手段）、２１…凹溝（閉空間構成
部）、２１Ａ…底面、２１Ｂ，４１Ａ…開口部、２１Ｂ１…開口面、２１Ｃ，２１Ｄ…内
周側面、２２…センサー基板、２３…光源部（入射光学系）、２４…受光部、４１…貫通
孔（閉空間構成部）、２１１，４１１…パッキン部材（密閉部材）、２２２…突起（金属
突起）、２２３…突起群。
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